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認定第 3 号 昭和 60年度館山市老人保健特別会計歳入

歳出決算の認定について

認定第 4 号 昭和 60年度館山市と畜場特別会計蟻入歳

日程第 1~ 出決算の認定について

認定第 5 号 昭和 60年度館山市ユースホステル特別会

計歳入歳出決算の認定について

認定第 6 号 昭和 60年度館山市学童災害共済事業特別

会計歳入歳出決算の認定について

認定第 7 号 昭和 60年度館山市水道事業特別会計収支

決算の認定について

認定第 8 号 昭和 60年度館山市国民宿舎事業特別会計

収支決算の認定について

開 講午前 10時 o4，分

。議長(伊賀多朗君) 本日の出席議員数 24，名、乙れより第 3回市議

会定例会第 4日自の会識を開きます。

本日の議事はお手元に鹿付の日程表lこより行います。

議案の上程

。離長{伊賀多朗若) 日程第 1、認定第 1号乃至認定第 8号昭和 60 

隼度ー般会計及び各特別会計決算を一括して議題といたします。

質 疑 応答

。議長{伊賀多朗君) とれより質疑を行います。

発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。

通告がありましたので発言を許します。

1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1番議員神田守隆君登壇)

01番(神田守陣君) 認定第 1号及び認定第 2号、そして認定第 7号

各認定議案につきまして、通告した趣旨に沿いまして御質問を申し上げ

ます。
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まず、決算書の 15 ~ーであります。市税の徴収率が大変低下している

傾向がと乙続いているわけでありますが、本年度の収納割合は 92. 5 

%で 59年度 92. 9 %からさらに o• 4ポイント下がっているわけで

あります。乙うした収納割合の乙乙 3年間どのように推移しているのか

御説明をいただきたいと思います。

次iζ 、乙うした収納割合の特lζ悪い税自については、どういう税自に

なっておるのか。

第 3点目 lζ 、乙の収納割合について県下 28市、他市との比較で当市

はどういうと乙ろにあるのか、比較してどうなのかという点ですね。

第 4点目 tζ 、監査蚕員の審査意見書では、 「税負担の公平の毘地かち

も適切な対策を立て、課税客体の把握と、徴収率の向上に一層の萄刀を

されるよう要望する」というととで審査意見が述べられτいるわけ tあ

りますが、乙れについてどのように受け止めτいるのかお聞かせいr:t!
きたいと思います。

次lζ 、第 2点、決算書の 21ずであります。住宅使用料に関してであ

ります。市営住宅の入居にあたって 3カ月分の敷金を支払うというとと

が条例でうたっているわけでありますが、乙の敷金については市営住宅

使用料として歳入されているのかどうか。そして、乙の敷金の残高は幾

らになっておるか。また、その運用益については、居住者の共同の利便

lζ供するとなっているわけでありますが、乙れは具体的にどのような運

用がされているのか御説明をいただきたいと思います。

次lζ 、市営住宅の減免の規定についてお尋ねをいたします。 60年 4

月から県は県営住宅はっき障害者の減免を実施しているわけであります

が、乙れについて 60年の 3月市議会で御要望したと乙ろでありますが、

市においても検討したいとのお答えでありました。どのような検討をさ

れてきたのかお聞かせをいただきたいと思います。

次lζ 、第 3点目でありますが、決算書の 32ずであります。不動産の

売払収入という乙とで土地の売却をしたわけであります。当初予算で 7

1 9万 50 0 0円、決算では 284万 2000円余という乙とで、予算

と実績が大きく遭ったわけでありますが、その理由について御説明をい

ただきたいと思います。
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次l乙、今回売却したその土地は、ど乙の土地を何平米売ったのか、何

件件数があるのかお聞かせいただきたいと思います。

3番目 lζ 、市の財産の売却である以上、それなりの目的があってのも

のと思うわけでありますが、売却の目的について御説明をいただきたい

と思います。

次lζ 、決算書の 74ずであります。環境衛生費の申の委託料というこ

とで河川等浄化対策調査委託料 34 5万円が支出されているわけであり

ます。 60年度については衛生課が改組をされて環境生活課が発足した

年度であります。環境生活課の発足にあたりまして、その最大の課題は

生活雑排水の浄化計画の早期策定と、し尿浄化槽の適切な維持管理の徹

底を図る乙とであると市長は答弁をされているわけであります。河川等

浄化対策調査委託料の支出色乙うした視点に立つての施策の一環と思う

わけでありますが、きれいな海と河川を取り戻す上で乙の浄化対策の基

本計画策定はその後どのように進展をしておるのか、方向づけなり基本

的考え方なり、どの段階にまできているのか御説明をいただきたいと思

います。

次l乙、 13 5 ~-、国民健康保険税の滞納の状況についてであります。

6 0年度は国庫負担率の切り下げの影響が深刻になった申で 17%の国

保棋の引き上げが図られたわけであります。すでに園保税については負

担の限界&越えている、引き上げを抑えるべきだと乙れまでたびたび主

張してきたわけであります。乙うした状況は端的に滞納の状況にあらわ

れてきていると思います。例えば、 2傭 6100万円余の滞納額、乙れ

は対前年度に比べますと 23%もふえているわけであります。現年分の

課税でみますと対前年度 32%、文字どおり激増といっても過言ではな

い異常な事態と雷わざるを得ません。

乙うした点から、御質問するわけでありますが、第 1点は、現年分の

収入未済は一般被保険者で 9544万 60 0 0円余、退職被保険者等で

239万 40 0 0円余、計 97 8 4万円余が出てきているわけでありま

すが、乙の現年分の滞納一一世帯数lζ直すと国保加入者の何%に値する

のかお尋ねをしたいと思います。

次lζ 、館山市の国保税は乙の年引き上げを図った申で、県下でどのく
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らいの順序l乙現在なっておるのか。 1世帯当たりで比較しますと第何位

なのかお答えいただきたいと思います。

3番目 lと、今年度は昨年度に続き 19 %の国保税の値上げを実施した

わけでありますが、滞納の激増が憂慮されるわけであります。現時点に

おける収納状況は前年度に出較してどのように推移をしておるのかお聞

かせいただきたいと思います。

次lζ 、水道事業会計決算についてでございます。認定の第 7号になり

ますが、本年は水道料金の値上げが実施されたわけで、私は制金体系の

問題についてより強力な節水型の料金体系をとるべきであると主張した

わけであります。具体的には 1んから 8九までの主主語に最低限必要な制

金については県営水道並みに引き下げる、道lと50 0 t;..以上の使用 lとう

いては値上げ案の 260円よりさらに引き上げ、県営水道の 31) 0円K

近い 320円にまで引き上げるなどというととも提寮をしたわけであり

ますが、現在依然として水資源の問題は懸案事項だというふうに理解を

するわけであります。当面は現状の水資源を効率的民有効に活用すると

いう乙とが大変重要だろうと思います。そうした点から節水の促進ほう

いては現時点においても重要な行政上の課題であると理解するわけです。

その点で、大口使用者の節水対策はどうであったのか。 50 0 ~;..以上

の水料金はトン当たり 210円から 260円と 24%の引き上げが乙の

年に実施されたわけでありますが、乙うした引き上げが大口使用者の節

水を促すものとなったのかどうなのか。乙ういう点から大口使用者の水

使用の状況について御説明いただきたいと思うのであります。

また、市の大口使用者tと対する節水の働きかけ、乙うしたものについ

ても乙の際あわせてお答えいただければと思うわけであります。

以上、 6点にわたって御質問いたしましたが、御答弁によりまして再

質問させていただきます。

(市長半海良一君登壇)

0市長(半海良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

まず、市税徴収率の低下についての御質問でございますが、昭和 60 

年度決算におきます市税の徴収率は現年課税分 97. 4 1 %、滞納繰越

分 21. 6 5 %、合計 92. 4 5 %でございます。ぞれに対しまして昭
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和 59年度は現年課税分 96. 8 1 %、滞納繰越分 29.40%、合計

9 2. 8 6 %でございまして、現年課税分での O. 6ポイントの伸び、

滞納繰越分で 7. 7 5ポイントの落ち込みとなり、合計で O. 4 1ポイ

ントの落ち込みとなったわけでございます。

なお、 57年度の徴収率は 94.31%、 58年度は 93. 9 1 %、

5 9年度は 92.86%でございましたので、それぞれ前年対比では 5

7年度が O. 0 6ポイントの増、 58年度が O. 4 6ポイント、

度が 1. 0 5ポイントの落ち込みでございました。

5 9年

税目別に見ますと、徴収率の低かった税目は特別土地保有税が 15 • 

85%と一番低く、次いで都市計画税 88. 4 7 %、固定資産税 88 • 

95%でございました。

また、県下 28市の市税合計徴収率は 94.86%で、前年が 95%

でございましたので、 O. 1 4ポイントの落ち込みでございました。

なお、県下で最も落ち込み幅の激しかった市は 2市でございまして、

O. 7ポイントの落ち込みでございました。次いで O. 6ポイントが 2

市、 O. 5ポイントが 1市でございました。

徴収率の向上対策はっきましては、滞納の発生を未然lと防ぐため、従

来からの納期内納付の推進を図るべく納税組合の活用と口座振替等利用

の促進をしております。

滞納者に対しましては、以前から時期にあわせまして強調月聞を設定

いたしまして、担当職員の意欲の向上を図るとともに、本年当初から徴

収業費用自動車を購入いたしまして機動力を高め、また去る 5月には国

保税につきまし τ税務課、市民課の職員の応援によりまして戸別訪問に

よる納税相識を実施するなど、従来にも増して戸別訪問による納税相識

を強化しておりますが、市税につきましでも全職員を挙げて臨戸徴収の

応援体制実施の是非を検討していると乙ろでございます。

次l乙、住宅使用料についての御質問でございますが、第 1点として、

資金の決算処理とその運用について御質問がございましたが、歳入歳出

外現金として保管しておりまして、利子は市預金利子として一般会計lζ

繰り入れております。利子の運用はっきましては、住宅費中、原材桝費

等の一部として使用をいたしております。
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第 2点として、障害者の減免についてでございますが、本市lとおきま

しては特に障害者としての減免規定はございませんが、収入の少ない世

帯に対しては減免基準はより減免をしているところでございます。

次に、土地売払収入についてでございますが、決算と予算の差は何か

ということでございますが、当初予算におきまして 719万 50 0 0円

を計上し、そのうち 710万円につきまして旧正木処理場の一部を館山

バイパス用地として売却する予定でございましたが、その処分が次年度

以降にずれ込んだものでございます。

次lと、 60年度におきます土地売払収入の内容についてでございます

が、過年度tζ売却した土地位対する分割納入分 9万 50 0 0円のほかは

土地 3件売却でいずれも買い主に隣接した廃道敷を処分したものでご ぎ

いまして、面積は 198.87m2で金額は 274万 7852円と猛って

おります。

次lζ 、河川i等浄化対策調査費についてでございますが、市内河川主要

下水路を 33流域lと区分し、河川等lζ負荷している汚濁量を推定し、水

質の実測調査を行い、現況の水質汚濁及びその要因について調査を実施

いたしました。

調査の結果に基づきまして各排水路におきます環境基準を目標とする

削減汚濁負荷量を達成するための処理対策基本計画の策定を進めている

と乙ろでございます。乙の計画の中で、共同処理施設モデルプラントを

昭和 62年度実施設計、昭和 63年度着手を予定しております。

また、当面の対策として、河川直接浄化、土境浄化方式のモデル施設

の設置、あるいは発生源対策として台所の水きりとみ袋の使用によるモ

デル地区設置等を行い、効果測定を実施し、家庭雑排水に対する市民の

認識そ深め、浄化l乙対する高揚金図ってまいります。

次に、国保税の徴収率についてでございますが、まず昭和 6 0年度国

保税現年課税分滞納世帯が国保加入世帯に占める割合でございますが、

国保加入世帯 1万 4世帯で滞納世帯数が 1388世帯でございますので

1 3. 8 7 %となっております。

次に、昭和 60年度世帯当たり国保税調定額の 28市中の顕位でござ

いますが、 12万 817円で 7番目となっております。
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昭和 61年度 8月末現在と昭和 60年度同月末の徴収率の比較でござ

いますが、 61年度 8月末の現年課税分は 29. 0 5 %、滞納繰越分 8• 

23%、合計 25. 7 2 %に対しまして、昭和 60年度は現年課税分 2

8. 1 8 %、滞納繰越分 6. 6 5 %、合計 24.96%でございますの

で O. 7 6 %の伸びとなっております。

次lと、水道会計についてでございますが、大口使用者の節水はどうか

という御質問でございますが、日ごろから節水の呼びかけを実施してい

ると乙ろでございますが、 60年度使用水量実績を見ますと、月 500

~以上の大口使用者は 43件で水量では総給水量の 2O. 1 %を占め、

5 8年度の 21. 1 %に対し 1%の減を示し、また最近 6ヵ月間の検針

による大口使用者 54件について前年同期と比較をいたしますと、水量

にして O. 9 %の減を示しております。したがいまして、わずかではあ

りますが使用者の節水意識とその効果があらわれてきているものと受け

とめております。

以上、答弁を終わります。

o 1番(神田守隆君) そうすると、市営住宅の使用料!とついてであり

ますけれども、決算外lζ受け取っているという乙とで、歳入には計上き

れていないんだという乙とでありますけれども、残高が幾らあるのかお

聞かせをいた fさきたいと思うんです。

それから、との運用についてはどういうような運用が具体的にされて

おるのか。先ほど運用益は原材料費等lζ繰り入れているんだというよう

なお話がありましたけれども、具体的には残高に対してどんな運用があ

ったというふうに認識をされているのかお聞かせいただきたいと思いま

す。

ぞれから、河川等浄化対策の関係でありますが、 62年度で共同処理

のモデルプラントを計画をされておる、乙ういうお話でありましたけれ

ども、乙の共同処理のモデルプラントについて少し御説明をいただきた

いと思います。どういうような内容のものなのか。非常に市民の関心の

高いと乙ろでありますので、少し具体的な内容についてお聞かせをいた

だきたい。

ぞれと、予算の審査の中で大分論議された内容としてあるわけですけ
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れども、戸別下水道というような乙とで一一一海や川の浄化対策として公

共下水道を初めとしていろんな手法が論議されてきた申lζ1つは戸別下

水道というような考え方、家庭用下水処理装置あるいは家庭用の合併処

理槽とでもいうべきものについて論議をされて、極めて有効な浄化対策

として市長も随分注目をされて、テストプラントの設置告を含めて検討し

たいというような、そのとき御答弁をいただいているわけですけれども、

閣のレベルでも乙の戸別の処理装置という乙とで大変検討が進んでいる

やは聞いているんですが、乙うした国の動向とも相まって国が助成策を

とるというような乙とも大分検討されているという段階にあるようであ

りますが、市としてもこういう動向を踏まえて積極的lとやはり検討をき

れるべきではないか、乙ういうふうに思うんですが、乙ろした点巳つい

ての検討の経緯をお聞かせいただきたいと思うんです。

それから、国保税の滞納状況について 13.87%の世帯が現年分で

滞納金抱えておる、約 14%、 7軒iζ1軒というようなと乙ろまできて

いるわけで、大変なやはり国保税の負担というのは滞納という形で出て

きている。乙れまで樋分いろんな議論の中で、私どもは負担の限界を越

えたんだ、乙ういう認識を持つべきだという乙とを再三主張してきたわ

けでありますが、乙うした決算の数字踏まえまして負担の限界を越えた、

乙ういうような認識について市長さんはどういうふうに認識されておら

れますか。大変市長さん徹妙な表現の申で今までそのことについてはお

認めになっていなかったわけですけれども、どういうふうにお考えか。

それから、私、乙乙まで国保財政が厳しくなった申で、不納欠損の金

額も 1600万ですか、そして現年分の収入未済等が非常に昨年度の 6

0年度では大幅にふえたという乙とは、 3年乃至 4年という後には菌保

税の不納欠損という形で大幅な欠損が出てくるという危棋を感じるわけ

です。そういう乙とでやはり不納欠損の問題については加入者が相互扶

助という乙とで乙れまで負担をしてきた、こういう実情でありますけれ

ども、しかし乙うした負担の限界という認識と一体のものとして不純欠

損処分の金額については一般財源から補てんをするという乙とは考えざ

るを得ないんじゃないか。決して国保会計の独立採算だというような趣

旨と今の現状の申では一般財源からするという乙とについてはやむを得
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ない処置として認められるのではないか。市民の理解も得られるんでは

ないか。乙ういうふうに思うんですが、こういう点についてどういうふ

うに決算の数字からお考えになるのか。

水道会計については、節水の点については若干ではありますけれども、

一般家庭等が通常では年々使用水量がふえていくという傾向の申で、大

口の使用者が若干とはいえ前年より少なくなったという乙とはそれはそ

れなりに大事な乙とだし、今後とも乙うした大口使用者に向けての節水

対策という乙とで市が積極的に努力をされるよう要望しておきたいと思

います。

0経済部長(安西良一君) ただいまの御質問の申で、残高についてで

ございますが、敷金の総額といたしまして現在 531万 82 0 0円ござ

います。保管の内訳といたしまして 450万円を定期として預けてござ

います。なお、残りの 81万 8200円は普通預金として預けでござい

ます。乙れはいつ住居の方が出られでもいいようにというようなととで

そのような方法令とってございます。また定期預金につきましては 45 

0万を 2日比分けてございます。 1口は 200万円、もう 1つは 250

万円というような方法で分けでございます。

なお、それにつきましての運用をいたしましての利益といいましょう

か、利息でございますが、 1口の方が 9万 50 0 0円 60年度で利息と

しτ受11τ とぎいます。また、もう 1口の方が 11万 8750円でとぎ

います。合計いたしまして 60年度分では 21万 37 5 0円でございま

す。

以よでございます。

O民生部長(渡辺 弘君) まず、第 1点の共同プラントの具体的な方

策は何かというお尋ねでございますが、 62年度lζ実路設計をし、 63 

年度比着手する予定でおりますが、厚生省の補助金との兼ね合いもござ

います。

その内容といたしましては、排水路取水共同処理施設といたしまして

現在考えておりますのは、比較的汚濁負荷人口の多い三軒町の排水路の

流末地点一一乙れは海岸でございますけれども、そ乙 lζ曝気式の浄化槽

を設けまして、生活系雑排水の汚濁の除去を図ってまいりたい、乙のよ
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うに考えております。

それから、第 2点目の戸別下水処理施設の検討の経緯という乙とでご

ざいますが、 61年度に土壇浄化方式のモデル施設といたしまして現在

土地の選定をしております無放流、放流型ともに 2基ずつでございます

が、それの推進を図りますとともに、過日厚生省、それから建設省、環

境庁で 6 2年度の予算の概算要求案を作成する際に、戸別の合併浄化槽

の設置についての補助あるいは融資についての計画がなされております。

それを見ますと、厚生省はっきましては市町村で生活雑排水処理対策

の一環として合併処理樺化槽の設置を促進するために設置者に対して補

助制度を実施する場合には国が一定率の補助を行おろ kするものでござ

います。また、建設省はっきましては、国民金融公庫の金融対象lと加え

るという乙と。ぞれから、環境庁はっきましては、公害防止事薫回の融

資制度の適用を考えているようでとざいますが、いずれtζ いRしまし τ

も概算要求案の作成の段階での計画でございまして、今後それぞれ大蔵

省との折衝の申でどのような調整が図れるか見守ってまいりたいとは考

えておりますが、いまだその具体的な施策については明確ではございま

せん。したがいまして、市といたしましては今後の国の方策、またそれ

を受けての県の対策を見極めながら検討してまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

0市長(半海良一君) 国保税の負担の限界論でございますが、たびた

び神田議員さんから御質問がございましたし、私もその都度御答弁申し

上げていると乙ろでございます。私個人の感じといたしましては確かに

限界に近いんではないかというような気はいたしますけれども、果たし

てど乙が限界であるかという乙とについての科学的な摂拠がなかなか見

出せないわけでございます。ただ、一般論として言いますと、日本の税

その他公的負担が 36%、アメリカが 38%ですか、イギリス、ドイツ、

フランスはいずれも 50%を超えているというような世界的な情勢もあ

るわけでございまして、果たして一体、今負担の限界がどれくらいにき

ているのか、現在の負担がどれくらいになっているのか、ぞれが限界に

きているのかどうかという乙とについてはやはり私も科学的な断定がで
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きないわけでございます。

現在、国保税の問題については、老人保健法等改正案がさきの国会で

審議未了になりましたんで、今国会l乙提出されるというように考えてお

ります、ぞう聞いておりますので、その結果をまって今後の国保税の徴

収について考えたいと考えております。

0総務部長(飯野芳郎君) 第 2点目の国保の御質問でございますけれ

ども、不納欠損部分について非常に最近多額になっているという乙とで、

一般会計から補てんすべきではないかという御質問でございますけれど

も、低所得者につきましては税の負担軽減措置も鶏じておる乙とですし、

今市長が申し上げましたとおり相互扶助の精神に基づきまして国保会計

を運営していきたいというふうに考えておりますので、今のと乙ろ乙れ

らはっきましては一般会計の補てんはないものというふうに考えており

ます。

01番(神田守隆君) 河川等浄化対策の関係で、共同処理モデルプラ

ントについてはまた別の機会に御説明いただくようにしたいと思います。

戸別処理の合併槽については、来年度の予算は現実的に一一暢算要求

の段階ですからどう乙うという乙とで、まだ推移を見なければわからぬ

というのはそのとおりだと思うんです。しかし、 60年度予算審査の申

では具体的にテストプラントの設置も含めて検討したいという御答弁い

た担いていたわけですから、ぞれからみれば随分よそ待ちだなという乙

とで、国の動向、県の動向というととでは一歩後退したんじゃないかな

という気もするわけなんですが、国の施策や何か、概算要求という段階

¥!のるぐらい忙までとの問題が非常にどとの地域でも問題になってきた、

国政レペルで問題になってきた、そういうふうに理解をする乙とではな

い7J>。

市としてはやはち一一ーもちろん、第 1点としては、国がそうした施策

をとる、例えば、厚生省が助成事業にするというふうにした場合は市は

直ちに乙れを取り上げますかどうか。

それから、もう 1点、今後の推移によっては来年度の概算要求にのら

ない場合もあるんですけれども、その場合でもテストプラントの設置ぐ

らいの乙とについてはもう一度改めて検討してはどうかと思うんですが、
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その点についてはどうか。

それから、国保税の問題でありますけれども、従来の御答弁とそんな

に変わらない御答弁で大変残念なんですが、市長さんは公的負担が限界

かどうかというととで一般論を言われているんですけれども、 60年度

の現年分の課税について見ますと対前年度の比較で 32%ふえているわ

けです。乙れは異常だとしか言いようがない。というのは、 60年度は

17%の値上げをしたという乙とが相当きいたんではないかというふう

に私は理解するんです。大変な乙とだろうというふうに思うんです。

そういう点で、一般論でおっしゃられでも大変残念なんですけれども、

現年分課税が 17%の値上げという申で滞納分が:32 %もふえた、との

1点についてやはり負担の限界という乙とが一一ど乙に線を引くんだ主、

理論的、科学的にどうなんだという議論は確かにそれはそれとして必要

だと思いますけれども、現実iζ大幅な滋増という事態について Eういう

ふうに評価されるのか、その 1点だけお聞かせをいただきたいと思いま

す。

。市長(半海良一君) 確かに一般論というふうに受け取られてもやむ

を得ない面もありますけれども、乙の前の議会で御答弁申し上げました

ように、館山市において一体負担がどれくらいになっているかという乙

とを調べようと思ったわけですが、なかなかそれが出て乙ない。非常に

学問的な知識、経験がないと算出できないものですからできなかったわ

けでございます。私の感じとしては神問題員さんのおっしゃるように、

私も最初に申し上げましたように、そういう負担が限界に近づいている

んではないかという感じは持っておりますけれども、果たして限界であ

るかどうか断定する勇気が今のと乙ろないわけでございます。

0民生部長(渡辺 弘君) まず、 61年度におきまして戸別の処理方

式についてのモデルプラントという乙とでございますが、乙れは先ほど

も申し上げましたように放流式、無放流式の土壊浄化方式による汚濁の

除去を考えての乙とでございます。

それから、テストプラントとしての小型合併槽の設置についてどう考

えるんだという乙とでございますが、まず乙の小型合併浄化槽につきま

して、浄化槽の形式の認定は建設大臣が行うという乙とになっておりま
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す。厚生省それから建設省、環境庁が打ち出しておりますこの小型合併

浄化槽の形式の認定がなされているのかどうか、どの程度まで研究が進

んでいるのかどうか、それらにつきましでも明確ではございませんので、

それらを検討した上で、でき得るならばモデルプラントとして設置を試

みたいと思いますが、従来の合併浄化槽ですともちろんある程度の用地

を持っていなければならないわけでございます。乙の小型の合併浄化槽

につきましてもどの程度の用地が必要なのか、それらの検討もしてまい

らなければならない、乙のように考えております。

以上でございます。

O議長{伊賀多朗君) 以上で 1番議員君の質疑を給わります。

以上で通告による質疑を終わりますが、通告をしない議員で御質疑あ

りませんか。

o 1 1番(飯田義男君) 4 8 ~ーの地方パス路繰の維持及びそれに対す

る補助金の 386万 6090円でございますけれども、乙れはどういう

基準、どういう計算によって支出されており、今後乙れはどのようにな

っていくのか。なお、乙れに対する国及び県の補助金はついておるのか。

昨年は 577万出て、だんだん減ってはおるんですけれども、乙れに対

して今後の状況についてお教え願いたいと思います。

それから、もう 1つ、 51ずの使用料賃借料一一乙れは市庁舎で使っ

ております電算機等の使用料、借上斜でございますけれども、本年度 5

o 5 S方 S0 0 0円計上されております。昨年よりやや異常といってい

いくらい多いのでございますけれども、乙れは新しい機種にかえたため

なのか、なお、乙の賃貸桝は年々とのように上がっていくのか、乙の点

について御説明を顕いたいと思います。

それから、次に 83す、農林関係の費用でございますけれども、負担

金補助及び交付金のうちイチゴの水耕栽培に対する補助金が 423万 2

000円支出されておりますけれども、その成果、いわゆる結果につい

て御説明を顕いたいと思います。なお、その結果がどうであるか、それ

によって今後も検討し、研究を続けていくのかどうか。また、今後乙の

ような新しい施策について、試験について、市はどのように前向きで検

討されていくかどうかもあわせて承りたいと思います。
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その次lこ、同じ項目で農用地の流動化奨励交付金が 611万 1600 

円、乙れに対する具体的な説明をしていただきたいと思います。

以上でございます。

O市長公室長(斎藤武男君) まず、 48ずの地方パス路線の維持費の

補助金の関係でございますが、これは千葉県特定地方パス路線運行費補

助金交付要綱に基づきまして実施しておるものでございます。いわゆる

自家用車の増加に伴いまして、地方パス路線については輸送の人員の減

少による事業経営が困難というような乙とで、地域住民lζ 必要不可欠な

路線について補助金制度を設けて運行を維持しておるというものでござ

います。

内容的には、第 2種生活路線、それから第 3種生語路線というものが

ございまして、県知事が認める区域の赤字パス路韓民対じて国、県、市

町村一一乙れは通過市町村キロ数あん分でございますがーーで実施して

おるものでございます。

それから、第 3種の生活路線でございますが、やはり経常収益が経常

経費lζ満たない路線で平均乗車客密度が 5人未満の場合に園、県が不足

額の 4分の l、市町村が 2分の 1をそれぞれ補助をしておるというよう

な内容のものでございます。

。総務部長(飯野芳郎君) 5 1ずの電子計算機費の申の使用制の関係

でございますけれども、 61年度以降も経費が上がっていくかというお

尋ねでございますが、乙の点lと関しましては OA化を進めている申で、

大型機種はっきましては 60年の 10月から新しい機種の変更をいたし

ましてレベルアップをしたもので、それで使用料が上がったようになっ

ております。 61年度以降の経費の関係につきましては、大型機種も入

りましたので、乙れからは小さい OA化のワープロとかパゾコシという

ものをふやしてい乙うというふうに考えておりまして、 61年度はとり

あえずパソコンにつきまして 9台あったものを 2台ふやしまして 11台

にしております。という乙とで、今後大型機種が入りましたので、電算

機経費の増額はっきましては今後ないものと考えております。

0経済部長(安西良一君) イチゴの水耕栽培についてのお尋ねでござ

いますが、 60年度は 6件で面積が 50 3 9 m"でございます。乙の 6件
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の総事業費といたしましては 21 1 6万 20 0 0円かかっておるわけで

ございます。補助金といたしましてはその 20%を補助しでございます。

乙の事業の目的といたしますと、まず連作の障害をなくするというの

が第 1点でございます。それから、もう 1点は、省力化といいましょう

か、非常lζ イチゴというのは摘み取るにも、いろいろと草むしりをする

のはも非常に乙とんだりして腰が痛くなるというような乙とから、そう

いうものをなくしていこうというよう乙とも兼ねあわせまして試、験的に

実施したものでございます。

今年度の問題点といたしまして挙がってまいりましたのが、水質がよ

くないために肥料設計といいましょうか、そういったものに若干乙れか

ら技術的はもう少し研究をしなければいけないという問題が出てきてお

ります。

耕作の標準反収といいますと、約 3000kgを予定したわけでござい

ますが、ぞれに対しまして 1人の方が大変よかったという乙とで成果が

出ております。やや良という方が 2人の方が出ております。それからや

や不良という方が 1人、不良であったという方一一乙れはやはり肥桝の

研究がまだ足りないというようなことで、肥料による故障といいましょ

うか、そういうものが 2件ございました。

まf之、 ζ れらについて将来どうするのかというようなお話でございま

しkが、イチゴ栽培lとつきましでは大変観光客もふえております。そう

いうようなととからでき得れば省力化等も進めまして、乙うしたものは

もう一役かっていた把きたいというととで、でき得ればもう少し続けた

いというふうに考えでおります。

ぞれから、農用地流動化の奨励金の交付でございますが、乙れにつき

ましては交付の理由といたしますと、農地の有効利用と経営規模の拡大

を図るために農地の賃貸の推進を図っていく、乙ういう乙とで土地所有

者lζ対しまして奨励金を交付するという制度でございます。

そして、乙れらの見通しでございますが、農地の利用度の低下あるい

は遊休地の解消、農地の有効利用と規模の拡大というような乙とで、乙

の奨励交付をいたしたわけでございます。乙れは 56年度から引き続い

て実施している事業でございます。
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以上でございます。

o 1 1番(飯田義男君) 地方パス路線の補助金の件でございますけれ

ども、国とか県からいわゆる補助があって、それに対して市が何割負担

をするとかという乙となんですか。それとも、全く市独自の予算の申か

ら支出するものか。

ぞれと、関係市町村ももちろん同じ要領でやっておると思いますけれ

ども、将来だんだん減っていく傾向にあるのか。路線が解除になればも

ちろん減っていくわけですけれども、どういう傾向にあるかそれも承り

たいと思います。

それから、電算機の使用関係ですけれども、機種の選定lζ りいても相

当検討をされて決定をされておると思います。なお、全国の市町村関係

の乙ういう連絡会等もあると思いますけれ E也、賃貸契約等に対 Lてど

のような交渉をし、どのような検討をした上で制金を設定しているのか。

乙れもひとつあわせて承りたいと思います。

それから、イチゴの水耕栽培は 1つの例として非常に前向きでいいと

とだと思いますけれども、今、私が承ったのは成果がどうであうたか、

いわゆる将来希望が持てるのかどうなのか、水質が合わないならばどの

ような水質にしたらいいのかという具体的な将来に対する見通しを私は

承っておるわけでございますから、その点についてもう少し突っ込んで

承りたいと思います。

。市長公室長(斎藤武男君} 地方パス路線の関係でとざいますが、い

わゆる第 2種生活路線という乙とでございますけれども、先ほど申し上

げましたように、県の特定地方パス路線運行費補助金交付要綱lζ基づき

まして実施しておるものでございまして、第 2種生活路線というものは

基準がございまして、平均乗車密度が 5人以上 15人未満、それから 1

日の運行回数が 10回未満のものという乙とになっておるわけでござい

ます。それから、 3種の生活路纏の関係でございますが、

車密度が 5人未満の場合という乙とでございます。

乙れは平均乗

補助率の関係でございますが、 2種の路線の関係につきましては、国

の関係では経常費用の 8分の l、県が 4分の l、市が 8分の 1、 3種に

つきましては、国が赤字額の 4分の 1、県が 4分の l、市が 2分の 1と
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いうような乙とになっておるわけでございます。

路線の関係でございますが、 59年度では 2種の路掠が 4路捺ござい

ました。平久里車庫線、荒川、細回、 JII谷、ぞれから 3種が八東線。そ

れから 60年でございますが、 2種路線が平久里車庫前、荒川、細田、

3種の関係が川谷という乙とで、 2種が 4つが 3tと、 3種が 1つという

ような乙とで、いろいろパス会社につきましでも経営努力をいたしまし

て、との赤字関係については極力運行の中で経営努力をしていきたいと

いうような考え方の申で運行しているようでございます。

。総務部長(飯野芳郎君) 機種の選定にあたりましては、従来から当

市の汎用コンピューターにつきましては富士通を採用しておりますので、

従来から入れております業高はっきましても全部乙の機種lζ基づきまし

てプログラムを組んでおりますので、新しい汎用コンピューターはっき

ましでも富士通のフアコム M 1 6 0を 10月から導入したわけでござい

ます。

それから、使用斜の関係でございますけれども、従来の機種につきま

しては、 59年度は約 38 0 0万の使用料を払っていたわけでございま

すけれども、大型コンゼューターになっても乙れを大帽にアップしない

ような形で価格交渉をやりまして、現在のと乙ろ乙の大型コンピュータ

- t~ ついでも大して使用料のアヲプにならないような形で契約しでござ

います。

以上でございます骨

。援演部畏(安西良一君) 水質がよくなかったという乙とが 1つの理

自でとぎいますが、とれからその水質をさらに分析をいたしまして、肥

料濃度の研究、乙ういったものをさらに研究いたしまして実施すれば技

術的にも十分ぞれは賄えるという乙とで、普及事事所の方とも相談いた

しまして、現在その研究をしてもらっている段階でございます。

以上でございます。

o 1 1番(飯田義男君) 電算機等の借り上げ使用斜等についてはある

程度わかりましたけれども、 1つをとらえてみて、ワードプロセッサの

借上料が昨年は 412万 5000円に対して 501万円lと上がっている、

乙れは同じ機種で乙れだけ上がったのかどうなのか、将来も乙のような
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形で上がっていくのかどうか、それが私は知りたいわけでございますの

で、その点説明をしていただきたい。

0総務部長(飯野芳郎君) ワープロにつきましては、 59年度は 9台

あったわけでございますけれども、 60年度は 1台ふえまして 10台に

なったわけです。その関係で使用料がアップしているわけでございます。

o 1 1番(飯田義男君) 台数がふえたからふえたというととですね。

制金は同じという乙と。

ぞれから、一番最後に大事な乙とは、私は市長さんに直接お伺いした

いんですが、イチゴの水耕栽培というのは新しい時代に即応した 1今の

試みだったと思います。ぞれが必ずしも今は成功じていな〈ても将来或

功する可能性もあるかもしれないという乙とを考えて、将来、新じい時

代lζ即応した、いわゆる 21世紀はバイオの時代といろ乙左もいわれて

おりますので、乙ういういろいろな農作物、あるいは魚介類化。ぃτも

そうでございますけれども、そういう検討をする前向きの施貨を考えで

おられるかどうか。なお、将来乙れを意欲的にやっていただきたいとい

う乙とを希望したいと思うんですが、いかがでございましょラか。

。市長(半揮良一君) 御指摘のとおりでございまして、第 1次産業で

ございます農業、漁業も単lと米をつくっている、それでいいという時代

ではない乙とは御承知のとおりでございまして、やはり館山市の気候条

件、風土、その他民適合した農業、あるいは花井栽培、そういう農業経

営があるべきだというふうに考えております。特tζ 、若い方々に大いに

期待をいたしまして、企画研究会といったようなものもつくっていただ

いて、それぞれ勉強していただいておりますので、そういう若い人たち

の力が伸びるような方向で今後政策を進めていきたいというふうに考え

ております。

o 1 1番(飯田義男君) やや力強い御答弁をいただきましたが、とに

かく若い世代の研究の機関、あるいは研修の機会をつくっていただきた

い、またそれに対する予算等の措置も考えていただきたいという乙とを

特に要望して終わりたいと思います。

0議長(伊賀多朗君) 他tζ御質疑ございませんか。

02番(田沢勝信君) 私は、認定第 1号の地方パス路線維持補助金lζ
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関連しまして 1点について質問をいたします。

さきの一般質問の申で、私は国鉄パスの貸し切りパスの安全運行の問

題について再質問をいたしました。その趣旨は、国鉄パスは現在 3台の

認可を得た貸し切りパスを持っているわけですが、しかし内外から国鉄

パスは乙の許可された 3台以上の貸し切りパスが運行されているんでは

ないか、あるいは無許可運行ではないか、安全に責任が持てるのか、そ

ういう批判が内外からございます。乙れに対して事実関係はどうなのか

という乙とを質問いたしました。

市の答弁は、おおむね、館山で許可されている台数が 3台、八日市場

で許可されている台数が 3台、乙の 6台を多忙時lと館山で運行する場合

があるんだ。 2っ目は、 60年度の実績なんですが、貸し切りパスを 6

o 0台運行している、そのうちの 1割強が臨時便として運行されている、

乙の臨時便については陸運局の許可を得てやっている、そういう国鉄さ

んのお答えでしたという答弁があったわけです。

乙れに対して、私の方から、貸し切りパスの許可の条件は各事業所に

与えられるんであって、例えば館山で 3台で聞に合わないために八日市

場のパスを借りてくるとか、その名義を借りてくるとか、そういう乙と

は認可としてはあり得ないはずだがどうなのかという乙とが 1点。

2点目が、 1割強が臨時便として運行きれているようですけれども、

ιれほういτ陸運局の認可をとってあるという乙となんで、私の方の調

査ではそのような認可申請の事実はないというふうに聞いている、乙れ

lと関して陸運局から事実関係だけを問い合わせて一ーそのときに市の方

の調査がごぎいませんでしたので、総務委員会の場で報告を願いたい、

そういう要請巻いたしました。

その後、市の担当課の方から、総務委員会で一般質問の補足説明とし

たいというお話があったんで私も了解したわけですが、どうもけさにな

りましてその扱い手続きがされていませんようですので、乙の決算の質

疑の場で先ほどの 2点の乙とにつきましてお答えを願いたいというふう

に思います。

。議長(伊賀多朗君) 暫時休憩いたします。

午前 11時 o1分休憩
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午前 11時 o9分再 開

。議長(伊賀多朗君} 休憩前lζ 引き続き会議を聞きます。

。市長公室長(斎藤武男君) 国鉄館山自動車営業所の貸し切りパスの

関係でございますが、この関係につきましては先だって御答弁申し上げ

たとおりでございますけれども、乙の内容については営業所長から事情

を聴取いたしまして、その内容を申し上げたわけでございます。

その後、田沢議員さんの方からただいまお話のありましたような許認

可の関係について事実はどうなんだというようなお話もございましたの

で、改めて営業所長をお呼びいたしましていろいろお話をしたわけでご

ざいます。もちろん市は監督権もございませんし、許認可の関係もと‘ぎ

いませんものですから、事情を申し上げまして協力をお願いしたわけで

ございます。その中で、乙のようなコメ νトを寄せられましたので、ぞ

れをお読みいたしますのでよろしくお願いをしたいと思います口

「国鉄改革については国会の申で論議され、民営化の法律化 I~ 向けで

改善は努力しているところであります。もとより国紙パスの貸し切り収

入は全体収入の 5%に満たない実績であり、民間ですと 30%程度とな

っているため比較されているととろでございます。貸し切り運送 I~ つい

ての国鉄パスは全国的に免許区域の限定と免許許可数が少ないことで秩

序が乱れた実情にあったため、全国パス協会と運輸省との指導によって

具体的な検討に入り、千葉県においても秩序維持を図るため千葉県パス

協会と国鉄で協議し、円滑な輸送秩序を図るため相互の理解を得たと乙

ろであります。国鉄パスも地域発展と職員の生活を守る立場から努力い

たしておりますので何とぞ御理解を賜りたく御協力をお願いいたします。

」乙のようなコメントが寄せられております。

以上でございます。

02番(田沢勝信君) 大変難しいコメントなんですが、 1つは先ほど

質問いたしました八日市場の台数を館山で運行する、乙れはあり得ない

ことですし、あってはならないことです。それと、 2点目のいわゆる許

可申請をしないまま臨時便を運行きしている。乙れはパス lζ乗る方です

と誰でもわかるんですが、臨時便の運行は許可証がパスの申に張られる

んです。団体名とその院に張られるんです。ですから、どなたでも少し
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専門的な知識がある人がパスを利用しますと、乙のパスが許可されてい

るのかいないのか簡単位わかる仕組みになっております。そういう申で

出されている指摘ですから……。しかも、陸運局には昨年度実績でいっ

ても 1通も申講されてない、そういう事実があるわけです。

そういう 2つの事実を踏まえた上で、私は所長が市の皆さんにある意

味では丁寧きを欠く答弁をし、その乙とに対して棟謝もし、それを踏ま

えて、現在の国鉄の実情を踏まえて先ほどのコメントになったんだ、そ

ういうふうに理解するわけですが、いかがですか。

O市長公室長(斎藤武男君) 本会議で御質問いただきまして、その内

容につきましては先ほど申し上げますように市には監督権もございませ

んし、許認可の関係もございませんので、御協力をいただいたわけでご

ざいますが、結果的にはただいま田沢議員さんがおっしゃったような内

容になっているようでございます。

0議長(伊賀多朗君) 他に御質疑ございませんか。一一剥質疑なしと

認めます。よって、質疑を終結いたします。

決算審査特別委員会の設置・付託・委員の選任

。議長(伊賀多朗君) お諮ちいたします。

ただいま議題となっております認定第 1号乃至認定第 8号昭和 60年

度各会計決算はっきましては、 10人の委員をもって構成する決算審査

特別委員会を設置し、乙れに付託の上、審査する乙とはいたしたいと思

います。乙れに御異議ありませんか。

( r異議なし j と呼ぶ者あり)

。議長(伊賀多朗君) 御異議なしと認めます。よって、決定いたしま

した。

重ねてお諮りいたします。ただいま設置きれました決算審査特別委員

会委員の選任については、委員会条例第 4条第 1項の規定はより、

3番議員 山中金治郎君 4番議員小宮利夫君

8番議員 日 下 君 敏 君 1 0番議員川名正二君

1 2番議員石井 謀君 1 4番議員伊藤幸太郎君

1 5番議員渡辺昭夫君 1 7番議員近藤好雄君
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1 9番議員黒川平治君 2 7番議員安西益男君

以上 10名を指名いたしたいと思います。乙れに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり}

。議長(伊賀多朗君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名

いたしました 10人の諸君を決算審査特別委員会委員に選任する乙とに

決しました。

ただいま選任されました決算審査特別委員会委員の方々は、後ほど乙

の議場において正副委員長の互選を行いますので御了承顕います。

延 会午前 11時 17分

。議長(伊賀多朗君) お諮りいたします。

本日の会議は乙れにて延会いたしたいと患います。 ζ れlζ御異議あり

ませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(伊賀多朗君} 御異議なしと認めます。よって、本日はとれに

て延会するととに決しました。

なお、明 9月 19日から 25日まで議案審査のため休会、次会は 9月

2 6日午前 10時開会といたします。その議事は、議案第 53号乃至議

案第 58号、認定第 1号乃至認定第 8号tζ係る各委員会における審査の

経過及び結果の報告、討論、採決並びに追加議案の審議といたします。

乙の際、申し上げます。各議案lζ対する討論通告の締め切りは 9月 2

6日午前 9時でありますので申し添えます。

0本日の会議lと付した事件

1 認定第 1号乃至認定第 8号

1 決算審査特別委員会の設置・付託・委員の選任
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